
（案）令和５年６月５日  

 保護者の皆様へ 

川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育第１課長  

保育第２課長  

幼児教育担当課長

保育・子育て推進部運営管理・子育て支援担当課長  

新型コロナウイルス感染症に係る留意事項について

 日頃から、本市の保育行政に御理解・御協力をいただきありがとうございます。

 令和５年５月２日付け「新型コロナウイルス感染症の類型変更に係る保育所等の対応について」により５

月８日以降の市内各施設における新型コロナウイルス感染症の取扱い等についてお知らせしましたが、その

内容についての解説や具体例等をあらためてお知らせいたします。

１ 感染時における症状軽快について 

  先のお知らせにて、

「１ 令和５年５月８日（月）以降の新型コロナウイルス感染症陽性が判明した場合の登園停止期間につ  

いて」の文中に、「在園児が陽性者となった場合の登園停止期間については、「発症した後５日を経過し、

かつ、症状が軽快（※１）した後１日を経過するまで』とします。」としていますが、

症状が軽快（※１）：とは

・解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状（咳や息苦しさ等）が改善傾向にある状態を指します。 

２ 感染症を踏まえた在園児の健康管理について 

  先のお知らせにて、

  「２ 令和５年５月８日（月）以降の濃厚接触者等の取扱いについて」の文中に、「在園児の健康管理に

御留意ください（※２）ますようお願いします。」としていますが、

健康管理に御留意ください（※２）：御留意いただく具体例等

 ・在園児の同居家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合には、在園児の検温や風邪症状の確認等を

お願いします。 

 ・在園児の同居家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合には、同居家族の感染状況等については、

通所する保育所等と情報を共有してください。また、在園児の健康状態の詳細、変化等を、通所する保育

所等に連絡してください。 

 ・新型コロナウイルス感染症の特性として潜伏期間が２～３日とされていることから、特にこの間の家庭内

等における換気や手洗いなどの基本的な感染対策をお願いします。 

【問合せ先】 

（認可保育所に関すること）  

川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育第１課   

電話 ０４４－２００－２６６２ 

（地域型保育事業、川崎認定保育園、その他認可外保育施設に関すること）  

川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育第２課  



電話 ０４４－２００－３１２８ 

（公立保育所に関すること）  

川崎市こども未来局保育・子育て推進部運営管理・子育て支援担当 

電話 ０４４－２００－２６６０ 

（認定こども園[保育所部分及び一時保育事業]に関すること）  

川崎市こども未来局保育・幼児教育部幼児教育担当  

電話 ０４４－２００－３１７９ 



（案） 

事 務 連 絡  

令和５年５月２日  

 保護者の皆様へ 

川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育第１課長  

保育第２課長  

幼児教育担当課長

保育・子育て推進部運営管理・子育て支援担当課長  

新型コロナウイルス感染症の類型変更に係る保育所等の対応について

 日頃から、本市の保育行政に御理解・御協力をいただきありがとうございます。

 さて、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが５月８日から５類感染症に見直されることに

伴い、こども家庭庁より「保育所における感染症対策ガイドライン」が改訂されたことを踏まえ、本市の保

育所等における新型コロナウイルス感染症の取扱い等について次のとおり見直しすることとしましたので、

お知らせいたします。

１ 令和５年５月８日(月)以降の新型コロナウイルス感染症陽性が判明した場合の登園停止期間について 

新型コロナウイルス感染症による保育所等の在園児が陽性者となった場合の登園停止期間については、

「発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過するまで」とします。 

＜登園停止期間の例 ４日目までに症状軽快したケース、症状軽快が５日目となったケース＞ 

０ 日 目 １ 日 目 ２ 日 目 ３ 日 目 ４ 日 目 ５ 日 目 ６ 日 目 ７ 日 目 

発症 

当日
症状軽快

症状軽快後

1日目

登園 

可能

発症 

当日 
症状軽快

症状軽快後

1日目

登園 

可能 

 ※無症状の感染者場合は、「検体採取日を０日目として、５日を経過するまで」とします。 

２ 令和５年５月８日(月)以降の濃厚接触者等の取扱いについて 

  令和５年５月８日以降は、新型コロナウイルス感染症により濃厚接触者として特定されることはありま

せん。在園児の同居家族が新型コロナウイルス感染症にかかった（検査中を含む）としても、本人に発熱

等の症状がみられない場合は登園可能ですが、在園児の健康管理に御留意くださいますようお願いいたし

ます。

３ 保育所等における感染拡大防止の取組み、及び臨時休園等への対応について 

  新型コロナウイルス感染症の５類への分類変更後についても、引き続き保育所等における感染防止対策

に御理解、御協力くださいますようお願いいたします。

  新型コロナウイルス感染防止対策のための臨時休園については、市からの要請は行わなくなることか

ら、保育所等では在園児や職員に陽性者が判明しても、原則、臨時休園は行わず、職員体制の確保に努め

ながら継続開所します。ただし、職員が複数陽性になる等、保育の提供が困難と想定される場合には、一

部または全部休園とする場合がありますので、御理解くださいますようお願いいたします。

発熱や呼吸器症状等 

発熱や呼吸器症状等 

【参考：５月２日付け保護者あてお知らせ】



（保育料の新型コロナウイルス感染症に係る減免措置は、国の方針により令和５年４月以降廃止となり

ました。新型コロナウイルス感染症による登園停止や、臨時休園等でも保育料の還付はありません。）

４ 在園児の登園について 

新型コロナウイルス感染症に限らず、在園児に発熱等症状がみられる場合は登園を控えていただくな

ど、在園児の日常的な健康管理や保育所等の感染防止対策への御理解、御協力をお願いいたします。

【問合せ先】 

（認可保育所に関すること）  

川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育第１課   

電話 ０４４－２００－２６６２ 

（地域型保育事業、川崎認定保育園、その他認可外保育施設に関すること）  

川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育第２課  

電話 ０４４－２００－３１２８ 

（公立保育所に関すること）  

川崎市こども未来局保育・子育て推進部運営管理・子育て支援担当 

電話 ０４４－２００－２６６０ 

（認定こども園[保育所部分及び一時保育事業]に関すること）  

川崎市こども未来局保育・幼児教育部幼児教育担当  

電話 ０４４－２００－３１７９ 


